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事 務 連 絡 

令和４年12月14日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

 

年末年始も見据えた保健・医療提供体制の確保及び救急医療のひっ迫回避等のため

の取組について（依頼） 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありが

とうございます。 

各都道府県におかれては、年末年始も見据えた保健・医療提供体制の整備に努め

ていただいているところですが、年末年始においても、発熱等のある患者に適切に

対応できる体制の確保・維持が重要です。 

ついては、引き続き、外来医療体制や入院体制の確保・維持に取り組んでいただ

くに当たり、特に留意されたい事項等について取りまとめたので下記のとおりお示

しします。 

 

 

記 

 

 

１．年末年始も見据えた保健・医療提供体制の確保 

（１）保健・医療提供体制の確保について（再周知・依頼） 

 年末年始も見据えた保健・医療提供体制の確保については、主に以下の事務連絡

において具体的な取組を示しているところであり、年末年始においても保健・医療

提供体制に支障が生じることのないよう、地域の実情に応じて、体制確保の取組を

行い、万全を期していただきたいこと。 

 

・「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対

応する外来医療体制等の整備について（依頼）」（令和４年10月 17日付け事務連

絡（同年11月４日一部改正）） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001019357.pdf 
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・「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計画」の入院

体制を中心とした点検・強化について（依頼）」（令和４年11月 21日付け事務連

絡） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/001015316.pdf 

 

・「休日夜間急患センター・在宅当番医の体制及び診療・検査医療機関の指定は受け

ていないが小児の発熱患者に対応する医療機関の住民への周知について（依頼）」

（令和４年12月２日付け事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001019522.pdf 

 

 

（２）年末年始における巡回診療の取扱いについて（周知） 

新型コロナウイルス感染症に係る巡回診療の医療法上の取扱いについては、

「新型コロナウイルス感染症に係る巡回診療の医療法上の取扱いについて」（令

和２年３月25日付け事務連絡）等においてお示ししているところである。 

年末年始においては、医療機関の診療体制が通常とは異なる中で、同時流行も

見据えた外来医療体制等を確保する観点から、数日間連続して巡回診療を行う場

合には、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年６月20日付け医

発第 554 号厚生省医務局長通知)の記第一の二の「移動診療施設以外の施設を利

用して行なわれる巡回診療であつて、定期的に反覆継続（おおむね毎週二回以上

とする。）して行なわれることのないもの又は一定の地点において継続（おおむね

三日以上とする。）して行なわれることのないもの」とする要件は、柔軟に取り扱

って差し支えないこと。 

 

 

２．救急医療のひっ迫回避等のための取組 

（１）休日夜間急患センター・在宅当番医制の受診に資する情報の集約・周知状況

について（依頼） 

「休日夜間急患センター・在宅当番医の体制及び診療・検査医療機関の指定は

受けていないが小児の発熱患者に対応する医療機関の住民への周知について（依

頼）」（令和４年12月２日付け事務連絡）においてお示ししているとおり、休日夜

間急患センター・在宅当番医制の受診に資する情報の集約・周知状況について別

紙の様式に記入いただき、令和４年12月 20日（火）までに厚生労働省新型コロ

ナウイルス感染症対策推進本部医療班宛て回答すること。 

 

（２）同時流行に備えた相談体制の周知徹底に係る財政支援措置について（周知） 

 「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対

応する外来医療体制等の整備について（依頼）」（令和４年10月 17日付け事務連

絡(同年11月４日一部改正)）において、発熱患者等の相談体制の強化と周知徹底
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を依頼しているところ、今般、その周知に係る新型コロナ感染症緊急包括支援金

の適用等について、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）に関するＱ＆Ａ（第７版）について」（令和４年12月 12日付け事務連絡）

において示したので、当該事業も活用しながら、相談体制の強化を図っていただ

きたいこと。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001023132.pdf 

 

 

 

 

以上 


